
 

 

2025 年 7 月 1 日 

電子出版制作・流通協議会 

電子図書館・コンテンツ教育利用部会 

 

2025 年 公共図書館電子図書館アンケート用語解説 

 
以下の用語の説明は、今回のアンケートのご回答をいただくための用語解説となります。 

 

【１】「電子図書館サービス」及び「電子書籍サービス」等について 
・このアンケートにおいて「電子図書館サービス」とは、以下の（1）から（6）のサービスを
いいます。 

・1-（1）の「電子書籍サービス」については、電子図書館から提供する場合に著者や出版社か
らの著作権の許諾が必要な電子書籍などをインターネットで電子書籍の閲覧を提供するサービ
スをいいます。 

 

「電子図書館サービス」 

分類 各電子図書館サービス サービス事業者 提供サービス例 提供形態 

1 （1） 電子書籍サービス 

電子書籍サービス提供事業

者（オーディオブック提供含

む） 

例：LibrariE＆TRC-DL、TRC-DL、Overdrive、KinoDen、

エルシエロ・オトバンク、LibrariE 、Maruzen eBook 

Library 等 

Webブラウザやアプリで電子書

籍（オーディオブック含む）の閲

覧サービスの提供 

 （2） 電子雑誌サービス 
電子書籍サービス提供事業

者 
例：TRC-DL マガジン 等 

Webブラウザやアプリで電子書

籍（オーディオブック含む）の閲

覧サービスの提供 

  （3） 

国立国会図書館 図書

館向けデジタル化資料

送信サービス 

国立国会図書館 
説明記載（国立国会図書館ホームページ）

https://www.ndl.go.jp/jp/library/service_digi/ 

（著作権法 31条 3項の規定に

よる）国立国会図書館デジタル

資料のうち、絶版等資料の提供 

  （4） 
オンラインデータベー

ス提供サービス 

データベースサービス提供

事業者 
例：JapanKnowlege/新聞 DB/EJ(外国ジャーナル）等 

オンラインデータベース利用提

供 

  （5）  
デジタルアーカイブの

提供 

著作権者が図書館・自治体

（図書館（自館）経由） 

※主に無償著作物 

例：ADEAC(TRC)/AMLAD（NTT データ）等 

（図書館アーカイブサービス） 

図書館自身が情報発信・広報

資料 

 （6） 
音楽・音声情報配信サー

ビス 

音楽・音声情報配信サー

ビス事業者 

例：ナクソス・ミュージック・ライブラリー、国立

国会図書館歴史的音源提供サービス 等 

Webブラウザやアプリで音楽・

音声情報の配信（オーディオブ

ック含まず） 

2 
パブリックドメイン電

子書籍提供 

著作権期間終了（パブリック

ドメイン ※） 

・オンライン参照、ダウンロ

ード提供 

例：青空文庫（データ）/プロジェクト Gutenberg

他 

著作権期間終了の著作物の提

供 

3 
障害者向け電子書籍等

提供 

著作権の制限規定により、使

用が可能な著作物 

例：アクセシブルライブラリー 

DAISY 図書の提供 

サピエ図書館  

障害者への著作物提供（著作

権法 37条の権利制限規定に準

じた提供） 

※ パブリックドメイン パブリックドメイン 
著作権（著作財産権）期間が満了しているもの。 

著作物自体は多くが無償か低額で提供されているもの。 

 

※公共図書館における「電子書籍などの提供サービス」の分類について 

・当アンケートでは上記のように電子図書館サービスを分類しアンケート上「電子書籍サービ
ス」とあるものは、下図の１-（1）を対象としています。 

 

※当アンケートでは、Webでの図書検索・貸出予約サービス、OPAC検索、パブリックドメインの電子

書籍のみの電子書籍提供は「電子図書館サービス」とはしておりません。 



 

 

【２】「電子書籍コンテンツ」 

（アンケート中は単に「コンテンツ」と略すことがあります） 

・「電子書籍コンテンツ」とは、パソコンやタブレット・スマートフォンなどに電子書籍サービ

スとして提供される電子版の書籍コンテンツ（オーディオブック含む）のことをいいます。 

 

【３】「電子書籍端末」「電子書籍ビューア」 

・「電子書籍端末」「電子書籍ビューア」とは、電子書籍を閲覧することができる電子端末、電

子書籍を読むことができるソフトウェア（アプリケーション）のことをいいます。 

・電子書籍を読むことができる電子端末には、スマートフォン（iPhone、Android）やタブレッ

トやパソコン（iPad、Windows、CromeBook 等）で、Web ブラウザやアプリ（アプリケーシ

ョン）を利用して閲覧することができる電子端末をいいます。 

 

【４】国立国会図書館 「図書館向けデジタル化資料送信サービス」 

・「図書館向けデジタル化資料送信サービス」とは、国立国会図書館のデジタル化資料のうち、

絶版等の理由で入手が困難な資料を全国の公共・大学図書館等の館内で利用できるサービスのこ

とを言います。 

・国立国会図書館の承認を受けた公共図書館等においては、送信を受けた資料の閲覧・複写サー

ビスが実施できます。 

・詳細は以下のページに記載があります。https://www.ndl.go.jp/jp/library/service_digi/

 

https://www.ndl.go.jp/jp/library/service_digi/
https://www.ndl.go.jp/jp/library/service_digi/


 

 

【５】「電子図書館のアクセシビリティガイドライン」 

・「図書館向けデジタル化資料送信サービス」とは、国立国会図書館が公開している、視覚障害

者などが電子図書館を利用する際のアクセシビリティ要件をまとめたガイドライン、現在「電子

図書館のアクセシビリティ対応ガイドライン 2.0」として公開されています。2025 年 5 月 12 日

に公開され、特に発達障害等による読み困難を抱える人々が利用しやすいように、フォント変更

や色反転、字間調整などの機能が追加されました。 

・詳細は以下のページに記載、ダウンロードデータ（PDF）があります。 

https://www.ndl.go.jp/jp/support/guideline.html 

 

https://www.ndl.go.jp/jp/support/guideline.html

